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相談のきっかけ

一人暮らしの母が60万円の布団を買わされた

物忘れも増えてこれ以上騙されないか心配

市役所へ相談に行ったところ、

権利擁護支援センターを紹介されました
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親族関係図

© ©

© ©

本人

長女 次女
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相談（アセスメント）1/2

本人の希望
・家で暮らしたい
・子供に迷惑かけたくない

介護保険
・要介護１
・デイサービス週2回
・ヘルパー週２回
（買い物・掃除）

疾患
・アルツハイマー型認知症
・長谷川式10点

住環境
・築50年の木造一軒家（本人名義）
・近所に高齢の友人多数
・サロン等にも楽しく参加している

経済状況
・遺族年金12万円／月
・預金200万円
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相談（アセスメント）2/2
親族
・長女 E市在住（車で3時間）
・次女 海外勤務

関係者
・包括支援センター
・ケアマネ
・デイ
・ヘルパー
・民生委員
・友人

悪徳商法に今後も騙される可能性が高い
認知症による短期記憶障害が進行している
火の消し忘れが時々ある

課題
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成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を

判断する能力が十分ではない方について、本人の

権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶこ

とで、本人を法律的に支援する制度です。
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・判断能力が不十分になる前に⇒任意後見制度

・判断能力が不十分になってから⇒法定後見制度

今は元気でも、将来、判断能力が不十分になった時に

備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」

をあらかじめ契約により決めておく制度です。

すでに判断能力が不十分な人に代わっ

て、法律行為をしたり、不利益な契約

を取り消したりする制度です。

成年後見制度とは
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申立が出来る人

・本人

・配偶者

・4親等以内の親族

・市町村長

・任意後見人等

が、行います。

申立は

親、祖父母、孫、ひ孫

兄弟姉妹、甥、姪

おじ、おば、いとこ

配偶者の親・子・兄弟姉妹
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判断能力の
程度 類型 援助者 援助される人 援助のための権限

不十分 補助 補助人 被補助人 限定同意権 + 限定代理権
著しく
不十分 保佐 保佐人 被保佐人 法定同意権 + 限定代理権

欠けているの
が通常の状態 後見 成年後見人 成年被後見人 包括的な代理権

後見・保佐・補助の３つの類型

補助

保佐

後見

判断能力が十分 判断能力の足り
ない部分を援助
者をつけて援助
します

判断能力が不十分

判断能力 類型、後見人等
は家庭裁判所が
決めます
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手続きの流れ

書類を作成する
添付資料を取り寄せる

医師に診断書を
作成してもらう

後見人候補者を
探す

親族の意向を
確認する

面接の予約

申立書類の提出

登 記

裁判所担当者による
面接・調査等

申立の準備

審 判

申立の準備が整ったら、裁判所に電話をして面接の予約の要否を確認してください。
面接は、申立人と後見人等候補者について行います。
※ご本人は、保佐・補助の申立時に限り、無理のない範囲で同行願います。

申立書類一式は、裁判所に提出します。

法務局に登記されます。戸籍には記載されません。

さまざまなことを考慮し、適切な類型・支援内容等が決まり、成年後見人等が選任されます。

裁判所職員が事情を尋ねたり問い合わせをしたりすることがあります。

本人情報シートの
作成を依頼する
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申立ての流れと費用

③成年後見人を選任・登記

東京法務局

④登記証明書をもって
本人の代理など本人の
ため後見活動をする

成年後見人

※成年後見登記に関する証明書については、住所・本籍にかかわらず、全国の法務局・ 地方法務局の本局戸籍課窓口で申請できます。

銀行など

②調査・鑑定・審問

書類作成を
司法書士等
に依頼した
場合

裁判所
申立費用

鑑定を行った場合

後見報酬

①本人・配偶者・親族等が申立

家庭裁判所

数万円～数十万円

数千円

数万円
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申立に必要な書類と費用
（後見開始の申立の場合）

申立書

診断書 （数千円程度 成年後見制度用）

申立手数料（800円分の収入印紙）

登記手数料（2,600円分の収入印紙）

郵便切手（数千円程度）

鑑定費用（裁判官が必要と判断した場合数万円程度～）

本人の戸籍謄本・住民票など
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後見人の担い手

第三者後見人 約８０％

親族後見人 約２０％

法 人 市民後見人

弁護士 司法書士 社会福祉士

専門職後見人

出典：最高裁事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況 令和３年1月～12月」
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後見人の役割

① 財産管理

→預貯金や不動産などの財産の管理

→年金収入や家賃収入などの収入の管理

→施設使用料や保険料などの支出の管理

② 身上の保護

医療に関する契約や支払い、介護等に関する契約、

住まいに関する契約、施設に関する契約など、

お財布の中身を見ながら本人らしい生活を整える
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後見人への報酬

１成年後見人等は家庭裁判所へ定期的に事務報告書を提出します。

２後見人等は家庭裁判所へ報酬付与申立てを行うことが出来ます。

３報酬額は裁判官が後見人の事務の内容等を考慮して決定します。

裁判官が
決定

財産
管理

身上
保護

後見報酬

後見人の事務の内容等

など
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低所得の方への助成制度

低所得の方が成年後見制度が利用できるよう、

市町村による成年後見制度の助成制度があります。
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成年後見利用支援事業
参考：尾張東部圏域（瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町）

申
立
費
用
の
助
成

申請者
◎申立人
（市長申立に限らず、本人や親族が申立を行った場合を含む）

申請時期 後見等開始審判の確定後

助成対象となる経費

◎申立費用
①申立て手数料 ②登記手数料
③郵便切手代 ④鑑定料
⑤申立書の添付書類の取得費用

※①～④は家庭裁判所に実際に支払った費用

後
見
人
等
報
酬
の
助
成

申請者
◎被後見人等（被成年後見人、被保佐人、被補助人）

（市長申立に限らず、本人や親族が申立を行った場合を含む）
※後見人等の代理申請が可能

申請時期 報酬付与の審判確定後

助成対象となる経費

◎後見人等の報酬
◎後見監督人等（成年後見監督人、保佐監督人、補助監
督人）の報酬
※家庭裁判所が審判した額
※上限は、後見人等、後見監督人等の報酬を合わせて月額28,000円

※後見人等及び後見監督人等が親族の場合は助成対象とはなりません。
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成年後見利用支援事業

助成対象となる費用 助成対象者 助成対象要件

申立費用 申立人
申立人及び本人（被後見人等）のどちらもが、以下
のアからウのいずれかの要件に該当することが必要
です。

後見人等の報酬
および

後見監督人の報酬

本人
（被後見人等）

本人が、（1）から（3）のいずれかに該当すること
が必要です。
（1）生活保護受給者
（2）中国残留邦人等支援給付受給者
（3）以下の①から④すべてを満たす者

①市町村民税非課税世帯
②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯
員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、
世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した
額以下
④世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要
な資産以外に利用し得る資産を所有していない

参考：尾張東部圏域（瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町）
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